
有料公園施設使用許可申請書 

横手市都市公園条例第 12 条第 4 項の規定により許可を申請します。 

令和  年  月  日 

申請者 住 所 

   （団体名） 

     氏 名             

横 手 市 長 様              ＴＥＬ 

都市公園名 十五野公園 使用年月日 令和  年  月  日 

使用目的 （      試合） 

 

有 料 公 園 施 設 

施設名称 使用時間 人数 使用料 

本部室・審判控室・放送室・記録室・

会議室・スコアボード・夜間照明灯 
～  

球 場  

本 部 室  

※使用時間は来館から退館までの時間を記入 審 判 控 室  

球場使用料 一般 1 時間 1,100 円（入場料徴収無） 

      一般 1 時間 5,100 円（入場料徴収有） 

本部室・審判控室・放送室・記録室・会議室 1 試合 330 円 

スコアボード 1 試合  1,100 円 

夜間照明灯  1 時間  9,900 円（市内団体） 

1 時間 14,300 円（市外団体） 

放 送 室  

記 録 室  

会 議 室  

スコアボード  

夜間照明灯  

使用料計  

減免を受けようとする理由 減 免 率  ／100 

 

使用器具等名称 数 量  使用器具等名称 数 量 

    

    

 

使 用 区 分 

入場料 
徴収する 

種別 
ｱﾏﾁｭｱｽﾎﾟｰﾂ 

目的 
営利 

曜日 
土・日・休日 

徴収しない その他の催し 非営利 その他の日 
 

（注）１ 施設の名称欄には、使用する部屋等の名称を○で囲んで下さい。 

   ２ 使用器具等名称欄には、使用する備品名等を記入して下さい。 

   ３ 営利目的使用での使用は料金が異なりますので、確認して下さい。 

   ４ 使用者が市外の場合は、料金が２倍になります。 

使 用 許 可 証 

上記申請を認め、使用を許可します。 

令和  年  月  日 

                                横手市長 髙橋 大 

                        （公印省略） 

令和 8 年 4 月 1 日改訂 


